
認可・確認事務について 

 

■子ども・子育て支援新制度の施行に向けて、保育を実施する事業者の皆さん

に移行の意向について、本年６月に調査をさせていただきました。 

■認可保育所（公立６園・民間 14 園）、認定こども園（幼・保連携型２園、保

育所型１園）については、全施設が新制度に移行して事業を継続。 

■認可外施設は４施設中、認可保育所への移行が１施設、小規模保育事業Ａ型

１施設、小規模保育事業Ｂ型１施設として新制度へ移行。１施設が届出保育施

設として継続。 

■家庭的保育事業１箇所は、新制度に基づき事業を継続。 

■今後、意向調査の結果に基づく法令手続（みなし確認、認可・確認申請）を

予定しています。 

 

【認可・確認事務の予定スケジュール（案）】 

 既存施設の場合 認可外から認可化 

・認可外から        

 小規模保育事業へ 

・家庭的保育事業 

11月    

12月    

 

１月 

 

２月 

   

３月    
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早速のご連絡あ

りがとうござい

ました。 

申し訳ございま

せん。ご了解を

いただいたので

すが 13 時を 

13 時 30 分に変

更していただけ

ませんでしょう

か。 

誠に申し訳ござ

いません。諸般

の事情により、

よろしくお願い

いたします。 

 

 保育課 寺山 

 

 

>寺山 さま 

> 

>了解しました。 

利用・認可定員調整 事前相談・協議 

 

神奈川県に    

事前協議書提出 

事前相談・協議 

みなし確認申請 事前協議書受理 

施設改修等 

認可・確認申請手続 

申請内容確認・調整 申請内容確認・調整 

 

工事完了・完了確認 

認可・確認申請手続

き 

子ども・子育て会議意見聴取等 

手  続  き  完  了 


